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。



衆
議
院
議
員
平
野
博
文
君
提
出
都
市
計
画
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
の
都
市
計
画
事
業
及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
費
総
額
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

た
だ
し
、
都
市
計
画
事
業
に
お
い
て
は
都
道
府
県
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
は
市
町
村
以
外
の
主
体
が
施
行
す
る
事

業
が
含
ま
れ
て
お
り
、
過
去
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
業
に
充
て
る
た
め
に
発
行
し
た
地
方
債
等
の
元
利
償
還
金
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。

平
成
十
二
年
度

七
兆
七
千
三
百
三
十
七
億
五
千
二
百
万
円

平
成
十
三
年
度

六
兆
八
千
七
百
七
十
億
八
千
七
百
万
円

平
成
十
四
年
度

六
兆
四
千
六
百
八
十
八
億
八
千
四
百
万
円

平
成
十
五
年
度

五
兆
八
千
百
九
億
四
千
百
万
円

平
成
十
六
年
度

五
兆
千
四
百
五
億
五
千
三
百
万
円

平
成
十
七
年
度

五
兆
千
百
十
九
億
二
千
万
円

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

一



平
成
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
の
都
市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
る
市
町
村
（
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
都
市
計
画

税
を
課
税
す
る
東
京
都
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
都
市
計
画
事
業
及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
費
の
総
額
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
過
去
に
お
い
て
都
市
計
画
事
業
に
充
て
る
た
め
に
発
行
し
た
地
方
債
等
の
元
利
償
還
金

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

平
成
十
二
年
度

四
兆
二
千
九
百
四
十
四
億
五
百
万
円

平
成
十
三
年
度

三
兆
八
千
六
百
七
十
五
億
二
千
九
百
万
円

平
成
十
四
年
度

三
兆
六
千
七
百
七
億
五
千
四
百
万
円

平
成
十
五
年
度

三
兆
四
千
四
百
四
十
億
三
千
九
百
万
円

平
成
十
六
年
度

三
兆
千
二
百
八
十
三
億
六
百
万
円

平
成
十
七
年
度

三
兆
八
十
六
億
五
千
九
百
万
円

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
の
都
市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
る
市
町
村
の
自
己
負
担
額
（
地
方
債
発
行
額
を
除
く
。
）

の
総
額
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
自
己
負
担
額
に
は
過
去
に
お
い
て
都
市
計
画
事
業
等
に
充
て
る
た
め
に
発
行

二



し
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
充
て
ら
れ
た
額
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
一
の
�
の
�
に
つ
い
て
で
示
し
た
金
額
の
内
数
で
は

な
い
。

平
成
十
二
年
度

三
兆
二
千
百
二
十
五
億
五
千
五
百
万
円

平
成
十
三
年
度

三
兆
千
二
百
二
十
二
億
八
千
二
百
万
円

平
成
十
四
年
度

三
兆
千
六
百
四
十
八
億
千
四
百
万
円

平
成
十
五
年
度

三
兆
千
二
百
八
十
九
億
八
千
七
百
万
円

平
成
十
六
年
度

三
兆
八
百
五
十
九
億
五
千
三
百
万
円

平
成
十
七
年
度

三
兆
五
百
五
十
二
億
円

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
の
都
市
計
画
税
徴
収
額
の
総
額
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
二
年
度

一
兆
三
千
百
七
十
九
億
六
千
八
百
万
円

平
成
十
三
年
度

一
兆
三
千
二
百
一
億
五
千
四
百
万
円

平
成
十
四
年
度

一
兆
三
千
四
十
九
億
七
千
五
百
万
円

三



平
成
十
五
年
度

一
兆
二
千
三
百
九
十
二
億
千
百
万
円

平
成
十
六
年
度

一
兆
二
千
三
百
六
十
一
億
二
千
九
百
万
円

平
成
十
七
年
度

一
兆
二
千
三
百
三
十
億
三
千
五
百
万
円

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
御
指
摘
の
「
�
に
占
め
る
�
の
割
合
」
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
二
年
度

四
十
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
三
年
度

四
十
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
四
年
度

四
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
五
年
度

三
十
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
六
年
度

四
十
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
七
年
度

四
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

一
の
�
に
つ
い
て

都
市
計
画
税
が
都
市
計
画
事
業
等
以
外
の
費
用
に
流
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四



一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
決
算
に
お
い
て
余
剰
金
が
生
じ
て
い
る
市
町
村
は
二
団
体
、
金
額
は
一
億
六
千
八
百
万
円
で
あ
る
と
承
知

し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

余
剰
に
つ
い
て
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
課
題
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
平
成
八
年
度
に
運
用
の
実
態
を
調

査
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
自
治
省
税
務
局
固
定
資
産
税
課
長
名
の
文
書
に
よ
り
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
九

年
度
に
「
地
方
税
法
及
び
同
法
施
行
に
関
す
る
取
扱
に
つ
い
て
の
依
命
通
達
（
市
町
村
税
関
係
）
」
を
改
正
し
、
「
都
市
計

画
税
を
都
市
計
画
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
た
後
に
や
む
を
得
ず
余
剰
金
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
を
後
年
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
業
に
充
て
る
た
め
に
留
保
し
、
特
別
会
計
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
繰
越
し

を
し
、
設
置
し
て
い
な
い
場
合
に
は
こ
の
た
め
の
基
金
を
創
設
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
、
余
剰
金
が
数
年
に
わ
た
っ

て
生
じ
る
よ
う
な
状
況
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
税
率
の
見
直
し
等
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
各

地
方
公
共
団
体
に
通
知
し
た
。
ま
た
、
余
剰
金
の
有
無
や
そ
の
処
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

一
の
�
及
び
一
の
�
に
つ
い
て

五



一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
通
知
と
併
せ
て
、
「
都
市
計
画
税
は
、
都
市
計
画
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
特
別
会
計
を
設
置
し
な
い
で
、
一
般
会
計
に
繰
り

入
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
税
を
こ
れ
ら
の
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

よ
う
な
予
算
書
、
決
算
書
の
事
項
別
明
細
書
あ
る
い
は
説
明
資
料
等
に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
議
会
に
対
し
そ
の
使

途
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
対
し
て
も
周
知
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
各
地
方
公
共
団
体
に
通
知
し
た
。

ま
た
、
議
会
及
び
住
民
に
対
す
る
使
途
の
明
確
化
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

下
水
道
事
業
特
別
会
計
、
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
等
の
個
別
事
業
に
係
る
特
別
会
計
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
の

数
は
把
握
し
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
特
別
会
計
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
の
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
特
別
会
計
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
事
業
の
よ
う
に
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
上
設

置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
各
市
町
村
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
設

置
を
行
う
べ
き
と
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

六



平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
都
市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
る
六
百
七
十
八
団
体
の
う
ち
百
十
三
団
体
が
議
会
に
対
し
て
充

当
状
況
の
明
示
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
財
源
内
訳
の
特
定
財
源
欄
に
明
記
し
て
い
る
の
が
三
十
団
体
、
備
考
等
の
欄
に

充
当
額
を
明
記
し
て
い
る
の
が
七
団
体
、
充
当
調
書
を
作
成
し
て
い
る
の
が
五
十
二
団
体
、
事
務
事
業
報
告
書
へ
の
明
記
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
も
の
が
二
十
四
団
体
と
な
っ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

各
市
町
村
は
、
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
る
た
め
、
住
民
へ
の
周
知
を
さ
ら
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
各
市
町
村
の
状
況
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
る
六
百
七
十
八
団
体
の
う

ち
約
六
割
の
四
百
四
団
体
が
住
民
に
対
し
て
都
市
計
画
税
の
概
要
の
周
知
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
具
体
的
措
置
と

し
て
は
、
広
報
誌
に
よ
る
も
の
が
百
三
十
四
団
体
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
が
百
三
十
九
団
体
、
説
明
会
開
催
に
よ
る

も
の
が
十
八
団
体
、
納
税
通
知
書
に
よ
る
も
の
が
百
二
団
体
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
も
の
が
九
十
四
団

体
と
な
っ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

都
市
計
画
税
は
、
都
市
計
画
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
課
す
る
市
町
村
の
目
的
税

七



で
あ
り
、
普
通
税
で
あ
る
固
定
資
産
税
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
市
町
村
も
認
識
し
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
都
市
計
画
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
二
条
の

八
第
一
項
に
お
い
て
、
「
都
市
計
画
税
の
賦
課
徴
収
は
、
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
と
あ
わ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
都
市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
る
六
百
七
十
八
団
体
の
う
ち
三
百
四
十
団
体
が
、
制
限
税
率
で

あ
る
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
を
採
用
し
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

現
状
に
お
い
て
、
単
年
度
の
事
業
費
と
の
比
較
で
見
れ
ば
一
部
余
剰
を
生
じ
て
い
る
市
町
村
も
あ
る
が
、
各
市
町
村
は
、

制
限
税
率
の
範
囲
内
で
、
事
業
の
状
況
を
勘
案
し
た
適
切
な
税
率
を
設
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

八



都
市
計
画
税
の
軽
減
に
よ
り
、
地
方
債
の
起
債
及
び
地
方
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
、
市
町
村
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
は

な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

都
市
計
画
税
は
、
都
市
計
画
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
費
用
に
充
て
る
た
め
、
一
定
の
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地

及
び
家
屋
の
所
有
者
に
負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
今
後
と
も
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な

財
政
需
要
を
賄
う
た
め
に
課
税
さ
れ
る
固
定
資
産
税
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
か
ら
利
益
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
税
す

る
制
度
と
し
て
、
引
き
続
き
必
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

九


